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ＡＥＯ制度に係る認定通関業者の資格取得の件 
 

当社は、平成 20 年 4 月から導入されたＡＥＯ制度の一つである認定通関業者の申請をし

ておりましたが、平成 20 年 10 月 10 日に横浜税関の認定を受け、同月 14 日に横浜税関長

から認定書の交付を受けました。 

認定通関業者制度は、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された通関業者

を認定するものであり、通関依頼を受けた輸出入者に対し、納税申告前の貨物の引取りや

保税地域外の輸出申告等、利便性の高い通関手続を提供することが可能となり、輸出入貨

物のリードタイム短縮等が期待され、我が国の海外取引を促進する制度です。 

当社は資格取得の責任の重さを自覚し、社内体制の一層の充実を図り、今後も我が国の

海外取引の拡大に寄与してまいります。 

 

■ＡＥＯ（Authorized Economic Operator）制度：認定された経済事業者制度 

同制度は、サプライチェーンにおいて高度なセキュリティを保証する輸出入者等を税関

が認定し、通関手続の簡素化等のベネフィットを付与するもの。 
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